
期日前投票（不在者投票）

新型コロナウイルス感染症対策について

投票所について 有権者の皆さまにお願い

選挙期日　令和 2年 7月 5日（日）　　／　　投票時間　午前 7時～午後 8時まで

期　間　令和2年7月1日（水） ～7月4日（土）
時　間　8：30 ～ 20：00
場　所　西原町役場　町民ギャラリー
投票日当日、投票ができない方は期日前投票をご利用ください。

・投票所にアルコール消毒液を設置します
・事務従事者はマスクを着用します
・会場の換気を行います
・記載台をこまめに消毒します
・使い捨て鉛筆を準備します
・投票所内の立ち入り制限を行い、密集を防ぎます

　新型コロナウイルス感染拡大による影響により国や県の
融資等を受けた中小企業・個人事業主に対して支援金5万
円を給付します。

　新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策「特別定額給
付金」の申請はされましたか？ 今一度ご確認ください。
　スムーズなお手続きのために、郵送申請の際①振込先口
座の確認書類と②本人確認書類が添付されているかどう
か確認をよろしくお願いいたします。

※詳しい条件や提出書類などの詳細は西原町HP（トップ→
西原町中小企業等緊急支援給付事業について）でご確認
ください。

申請資格

申請期限

西原町に主たる事業所があり、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響で売上が減少し、国や県
などの融資等を受けている事業者
令和2年5月25日～令和2年8月31日

・混雑する時間帯を避けて投票をお願いします（期日前投票を
積極的にご利用ください）
・咳エチケット（マスクがある方は着用）
・来場前後の手洗いにご協力ください
・鉛筆は、持参することができます(投票用紙はインクでにじむ可能
性がありますので、鉛筆・シャープペンシルの使用をお願いします)

投票所では下記のとおり新型コロナウイルス感染症対策に取り組みます。皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

西原町議会議員補欠選挙
7月5日（日）は、西原町議会議員補欠選挙の投票日です。
投票所については、ご自宅へ送付される投票所入場券（ハガキ）を
ご確認ください。
※候補者が4人を超えない場合、選挙は行いません

お問い合わせ　西原町選挙管理委員会　明るい選挙推進協議会　☎098-945-5011

お問い合わせ　企画財政課　統計係　☎098-945-4533

お問い合わせ
産業観光課　商工観光係　☎098-945-4540

お問い合わせ
企画財政課　特別定額給付金担当　☎098-911-9174
総務省特別定額給付金コールセンター　☎0120-260-020
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西原町中小企業等緊急支援金給付します！「特別定額給付金」10万円の
申請はお済みですか？

申請期限
　令和2年8月19日(水)
　当日消印有効

～よくわかる　国勢調査～

少子高齢化の
将来予測

地域人口の
将来予測

防災計画の策定

暮らしやすい
町づくり

民間企業の
経営判断

社会問題となっている少子高齢化を予測し
て、将来を見据えた対策を考えることができ
ます。
将来、人口が減少するのか、増加するのかを把
握することで、それに応じて地方の将来を見
据えた行政施策をとることができます。
人口や人口密度、時間によって災害の程度は変
わります。住民を守るために国勢調査の結果を
利用して、防災計画を策定することができます。
この町にどんな人が何人暮らしているのかを
把握することで、暮らしている人たちがより暮
らしやすいまちにしていくことができます。

新しい店舗の立地を考える際に、国勢調査の
結果を分析することで、その地域のニーズに
あった事業展開ができます。

ねぇ、センサスくん、
国勢調査は

どう役立っているの？

いい質問だね、さわりん！
国勢調査の結果は

様々なことに使われているよ！
使われるのはみんなの個人情報じゃなくて、
あくまでも国勢調査から得られる結果としての数字だけ。
個人情報は守られるから安心してね。

令和2年10月1日は国勢調査

　慰霊の日を前にした6月22日、坂田小学校の児童会の子どもたちにより、西原の塔への千羽鶴の献
納が行われました。「全校での平和集会が中止になってしまったけど、今私たちにできることはないか。
平和への心をひとつにするために、なにかしたい！」という思いで児童会の子どもたちが発案したもの
で、休み時間を利用して、6年生全員で心を込めて1200羽以上の折り鶴を折りました。この日はあいに
くの雨模様でしたが、子どもたちは真剣な表情で黙とうをささげていました。

平和への祈りをこめて
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